
－

不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
金
と

非
課
税
所
得
の
該
当
性－

は
じ
め
に

所
得
税
法
上
、
不
法
行
為
や

突
発
的
な
事
故
に
よ
り
資
産
に

加
え
ら
れ
た
損
害
を
回
復
す
る

た
め
に
支
払
わ
れ
る
損
害
賠
償

金
は
、
収
益
補
償
を
除
き
、
非

課
税
所
得
と
な
り
ま
す
（
所
法

９
①
十
六
、
所
令
３０
二
・
９４
）
。

今
回
は
、
こ
の
物
的
損
害
に

係
る
損
害
賠
償
金
に
つ
い
て
、

非
課
税
所
得
の
該
当
性
が
争
わ

れ
た
裁
判
例
を
ご
紹
介
し
ま

す
。１

、
非
課
税
規
定
と

答
申

損
害
賠
償
金
の
非
課
税
規
定

は
、
昭
和
３６
年
税
制
調
査
会
答

申
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
制
定

さ
れ
ま
し
た
（
平
成
２１
年
７
月

６
日
大
分
地
裁
判
決
）
。

同
答
申
で
は
、
物
的
損
害
に

対
す
る
補
償
は
、
そ
れ
が
不
法

行
為
そ
の
他
突
発
事
故
に
よ
る

損
失
で
あ
る
か
、
そ
れ
以
外
の

損
失
（
契
約
、
収
用
等
に
よ
る
資

産
の
移
転
な
い
し
消
滅
に
よ
る

損
失
）
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
区

分
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、「
不
法
行
為
そ
の
他

突
発
的
事
故
に
よ
る
も
の
」
を

次
の
よ
う
に
区
別
し
て
い
ま

す
。

①

生
活
用
資
産
に
関
す
る
損

害
に
対
す
る
補
償
金
等
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
補
て
ん

さ
れ
る
利
益
は
、
も
し
、
そ
の

損
害
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
課
税

さ
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
資

産
の
評
価
益
等
で
あ
る
か
ら
非

課
税
と
す
る
。

②

生
活
用
資
産
以
外
の
資
産

に
関
す
る
損
害
に
対
す
る
補
償

金
等
つ
い
て
は
、
資
産
損
失
に

対
す
る
補
償
金
等
は
、
も
し
、
そ

の
損
失
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

そ
の
評
価
益
に
は
課
税
さ
れ
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
非

課
税
と
し
、
一
方
た
な
卸
資
産

に
対
す
る
補
償
、
休
業
補
償
等

の
よ
う
な
収
益
補
償
は
、
本
来

課
税
さ
れ
る
べ
き
所
得
に
代
わ

る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
か

ら
、
課
税
所
得
と
す
る
。

２
、
商
品
先
物
取
引

に
係
る
裁
判
上
の

和
解
金

大
分
地
裁
判
決
で
は
、
違
法

な
取
引
勧
誘
行
為
に
係
る
損
害

賠
償
金
は
非
課
税
所
得
に
該
当

す
る
と
判
断
し
ま
し
た
。

平
２１
・
７
・
６
大

分

地

裁

（
一
部
取
消
し
）（
控
訴
）

Ｚ
８
８
８
―
１
４
４
３

原
告
は
、
商
品
先
物
取
引
に

よ
り
約
６
１
４
４
万
円
の
損
失

を
被
り
、
訴
外
会
社
ら
の
不
法

行
為
に
よ
り
損
害
を
受
け
た
と

し
て
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提

起
し
、
控
訴
審
に
至
り
訴
外
会

社
ら
が
原
告
に
対
し
１
９
０
０

万
円
（
本
件
和
解
金
）
を
支
払

う
こ
と
を
内
容
と
す
る
裁
判
上

の
和
解
が
成
立
し
ま
し
た
。

こ
の
事
案
は
、
本
件
和
解
金

の
う
ち
、
弁
護
士
費
用
を
控
除

し
た
残
額
１
４
３
６
万
４
７
０

０
円
に
つ
い
て
、
行
政
処
分
庁

が
、
雑
所
得
に
当
た
る
と
し
て

更
正
処
分
等
を
行
っ
た
こ
と
か

ら
、
争
わ
れ
た
も
の
で
す
。

裁
判
所
で
は
、
下
記
の
と
お

り
、
本
件
和
解
金
の
う
ち
損
害

賠
償
金
の
部
分
は
、
非
課
税
所

得
で
あ
る
と
し
て
更
正
処
分
の

一
部
を
取
り
消
し
ま
し
た
。

（
１
）
損
害
賠
償
金
の
性
質

不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠

償
金
に
は
、
①
本
来
各
種
所
得

と
し
て
課
税
さ
れ
る
べ
き
得
べ

か
り
し
利
益
を
補
て
ん
す
る
性

質
を
有
す
る
も
の
と
、
②
本
来

課
税
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
実
損

害
を
補
て
ん
す
る
性
質
を
有
す

る
も
の
が
含
ま
れ
、
①
は
各
種

所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
、
②
は

非
課
税
と
さ
れ
る
。

（
２
）
非
課
税
規
定
の
解
釈

所
得
税
法
９
条
１
項
１６
号
及

び
法
施
行
令
３０
条
２
号
は
、
収

益
補
償
に
当
た
る
も
の
（
所
令

９４
）
を
除
き
、「
不
法
行
為
そ
の

他
突
発
的
な
事
故
に
よ
り
資
産

に
加
え
ら
れ
た
損
害
」
に
つ
き

支
払
を
受
け
る
損
害
賠
償
金
が

非
課
税
と
な
る
こ
と
を
定
め
た

も
の
と
解
さ
れ
る
。

（
３
）
非
課
税
所
得
の
該
当
性

本
件
和
解
金
の
実
質
は
、
不

法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
金

及
び
遅
延
損
害
金
で
あ
る
。

①

損
害
賠
償
金
は
、
商
品
先

物
取
引
の
売
買
差
損
等
に
よ
り

原
告
の
生
活
用
資
産
で
あ
る
金

銭
等
の
資
産
に
加
え
ら
れ
た
損

害
に
基
因
し
て
取
得
し
た
損
害

賠
償
金
で
あ
り
、
収
益
補
償
で

は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、

非
課
税
所
得
に
該
当
す
る
。

②

遅
延
損
害
金
は
、
履
行
遅

滞
と
い
う
債
務
不
履
行
に
よ
る

損
害
賠
償
金
で
あ
る
か
ら
、
非

課
税
所
得
に
該
当
し
な
い
。

３
、
賃
貸
借
契
約
の

解
除
に
伴
い
受
領

し
た
和
解
金

宇
都
宮
地
裁
判
決
で
は
、
非

課
税
所
得
と
な
る
損
害
賠
償
金

等
の
意
義
を
示
し
て
い
ま
す
。

平
１７
・
３
・
３０
宇
都
宮
地
裁

（
棄
却
）（
確
定
）

Ｚ
２
５
５
―
０
９
９
８
０

原
告
ら
は
、
Ａ
社
に
デ
パ
ー

ト
の
別
館
と
し
て
賃
貸
し
て
い

た
建
物
の
賃
貸
借
契
約
を
合
意

解
除
し
本
件
和
解
金
等
を
取
得

し
ま
し
た
が
、
そ
の
和
解
金
の

中
に
、
Ａ
社
が
契
約
当
時
の

「
絶
対
に
撤
退
し
な
い
」
旨
の
約

束
を
ほ
ご
に
し
た
詐
欺
的
行
為

又
は
不
法
行
為
に
基
づ
く
非
課

税
所
得
と
な
る
損
害
賠
償
金
等

（
６
億
４
０
０
０
万
円
）
が
含
ま

れ
て
い
る
と
主
張
し
ま
し
た
。

裁
判
所
で
は
、
次
の
と
お
り
、

原
告
の
主
張
を
退
け
ま
し
た
。

①

所
得
税
法
９
条
１
項
１６
号

等
に
規
定
す
る
損
害
賠
償
金
等

と
は
、
受
領
者
に
損
害
を
生
じ

さ
せ
た
原
因
行
為
が
不
法
行
為

の
要
件
を
満
た
す
こ
と
ま
で
は

要
し
な
い
が
、
現
実
に
損
害
が

生
じ
、
又
は
、
生
じ
る
高
度
の

蓋
然
性
が
あ
る
場
合
、
そ
の
補

償
の
た
め
に
受
領
し
た
金
員
を

い
う
。

②

本
件
和
解
金
は
、
原
状
回

復
義
務
に
代
わ
る
金
銭
の
交
付

で
あ
っ
て
、
賃
貸
人
ら
に
現
実

に
損
害
が
生
じ
、
又
は
、
生
じ

る
高
度
の
蓋
然
性
が
あ
る
場
合

の
補
償
と
は
い
え
な
い
。

③

賃
貸
借
契
約
の
終
了
に
よ

り
、
新
た
な
賃
借
人
に
賃
貸
し
、

失
わ
れ
た
賃
料
収
入
を
補
て
ん

す
る
た
め
の
建
物
改
修
費
と
し

て
原
状
回
復
費
用
を
受
け
取
っ

て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
賃
貸

人
ら
は
、
あ
く
ま
で
得
べ
か
り

し
利
益
を
喪
失
し
た
に
過
ぎ
ず
、

本
件
和
解
金
は
そ
の
収
益
の
補

償
と
し
て
実
質
的
に
所
得
を
得

た
の
と
同
一
の
結
果
と
な
る
。

４
、
民
事
調
停
の
解

決
金

非
課
税
所
得
と
な
る
不
法
行

為
に
よ
る
損
害
賠
償
金
で
あ
る

か
否
か
は
、
当
事
者
間
の
合
意

（
確
認
書
）
が
あ
っ
て
も
、
客

観
的
に
判
断
さ
れ
ま
す
。

平
１１
・
３
・
３０
東

京

地

裁

（
棄
却
）（
確
定
）

Ｚ
２
４
１
―
８
３
７
５

本
件
で
は
、
民
事
調
停
条
項

の
「
解
決
金
」
が
非
課
税
所
得

で
あ
る
「
損
害
賠
償
金
」
に
当
た

る
か
否
か
が
争
わ
れ
ま
し
た
。

東
京
地
裁
判
決
の
判
断
は
次

の
と
お
り
で
す
。

①

解
決
金
は
、
甲
信
用
金
庫

に
と
っ
て
は
、
根
抵
当
金
銭
貸

借
契
約
に
基
づ
き
取
得
し
た
土

地
か
ら
、
原
告
ら
に
立
ち
退
い

て
も
ら
う
た
め
の
立
退
料
及
び

紛
争
解
決
金
で
あ
り
、
原
告
ら

に
と
っ
て
は
、
紛
争
解
決
金
及

び
居
住
者
等
と
し
て
の
事
実
上

の
利
益
を
失
う
こ
と
に
対
す
る

補
償
金
で
あ
る
か
ら
、
一
時
所

得
に
該
当
す
る
。

②

客
観
的
に
み
て
、
仮
登
記

・
本
登
記
の
無
効
を
前
提
と
し

て
、
原
告
ら
が
主
張
す
る
よ
う

な
甲
信
用
金
庫
の
不
法
行
為
に

基
づ
く
損
害
賠
償
金
の
支
払
と

は
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

③

合
意
に
基
づ
き
受
領
し
た

金
員
が
、
非
課
税
所
得
た
る
損

害
賠
償
金
に
該
当
す
る
か
否
か

は
、
そ
の
金
額
の
支
払
名
目
と

い
っ
た
受
領
当
事
者
間
の
合
意

の
み
で
決
せ
ら
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
客
観
的
に
み
て
、
そ
の

金
額
が
損
害
賠
償
金
と
し
て
評

価
で
き
る
か
否
か
に
よ
り
決
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。

〔
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
の
検
索
方
法
〕

一
般
検
索
の
場
合

【
税
区
分
】

所
得
税

【
検
索
範
囲
】
判
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【
検
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キ
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ワ
ー
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】

不
法
行
為
、
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賠
償
金
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非
課
税
所
得
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